
中間前払について 
 
１． 対象となる工事 
   １件請負代金額が１千万円以上であって、かつ、工期が１５０日以上である   
  こと。 
２． 対象となる経費の範囲 
   当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃貸料、機械購入費（当該工事にお 
  いて償却される割合に相当する額に限る。），動力費、支払運賃、修繕費、仮 
  設費労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。 
３． 割合 
   請負代金額の１０分の２以内とする。 
４． 条件 

① 工期の２分の１を経過し、かつ、工程表によりその時期までに実施すべ

き工事が行われていること。 
② 工事の進捗額が請負代金額の２分の１以上であること 

５． 請求 
   請負者は前払金に支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約 
  書記載の工事完成の時期を保証期限とし、保証契約を締結し、その保証証書を 
  発注者に寄託して、中間前払金の支払を発注者に請求することができる。 
６． 支払 
   発注者は、請求を受けた日から１４日以内に中間前払金を支払わなければな 
  らない。 
７． 認定 
   請負者は、中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注 
  者又は、発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。 
   この場合において、発注者又は、発注者の指定する者は、請負者の請求があ 
  ったときは、直ちに認定をおこない、当該認定の結果を請負者に通知しなけれ 
  ばならない。 
８． 認定者 
   認定者は、主任監督職員とする。 


